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令和4（2022）年11月に、沖縄県により「南城都市計画『都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』」が改
定されるなど、上位・関連計画の策定・改定が行われてきた。
本市では、南部東道路の一部供用開始や先導的都市拠点における公共施設等の整備、南城つきしろIC周辺で
の土地区画整理事業の進展があり、沖縄本島東海岸においても沖縄県東海岸サンライズベルト構想が策定される
など、本市周辺を含む都市構造は着実に変化している。さらに、知念地域の人口減少等、本市の都市づくりを取り巻
く状況も変化している。
これらの状況の変化を受け、現在本市とその周辺地域において、実施中の事業やさらなる進捗が予定されている各
種事業、プロジェクト等を的確に受け止めながら、本市の『一体的な都市づくり』と『都市間競争のなかで埋没しない存
在感のある都市づくり』の方向性を明らかにするため、都市計画マスタープランを改定する。

今回改定の目的とポイント

計画の位置づけ 計画の対象期間

●基準年次
令和 6（2024）年

●目標年次
令和25（2043）年

計画の対象区域

全市的な視点から都市計
画の指針を策定するものと
して、都市計画区域外
（久高島、奥武島等）を
含む、本市全域を対象区
域とする。

改定のポイント１ 先導的都市拠点を中心とした今後のまちづくりの視点

改定のポイント2 道路・交通ネットワークの更なる強化の視点

改定のポイント３ 産業誘致・産業振興の視点

改定のポイント５ 公共施設や公共用地の有効活用の視点

改定のポイント４ 防災まちづくりの視点

1. 計画の概要

都市づくりの指針となる都市計
画マスタープランの位置づけや
改定の目的等を示す

第１章

計画概要

1.1 都市計画マスタープランとは

1.2 南城市都市計画マスタープ

ランの位置づけ

1.3 南城市都市計画マスター

プラン策定の目的

1.4 改定のポイント

1.5 計画の基本構成

1.6 計画の前提条件

ワークショップにおける市民
意見およびデータに基づく
本市をとりまく現況分析か
ら把握した現状を踏まえ、
将来を見据えたまちづくりの
課題を整理する

第２章

現状と課題の整理

2.1 現況分析

2.2 市民意見の把握

2.3 まちづくりの課題

概ね20年程度の長期的
視野に立って、本市が推
進する都市づくりの将来像
や基本目標、目指していく
将来の都市構造を整理す
る
各分野の視点から、具体
的な施策の土台となる考
え方を整理する

第３章

全体構想

3.1 都市づくりの方向性

3.2 将来都市構造

3.3 分野別の整備方針

市全体のまちづくりの方針

全体構想に従いながら、各
地域の実情を加味して、
地域づくりの考え方を整理
する

第４章

地域別構想

4.1 地域別構想の基本

設定

4.2 先導的都市拠点地

域の構想

地域別のまちづくりの方針

全体構想、地域別構想を
実現するための方策を整
理する

第５章

計画の実現に向けて

5.1 各種まちづくり手法

の活用

5.2 計画の推進体制

5.3 計画の進行管理

沖縄県が定める計画

南城都市計画
『都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針』

南城市が定める計画
第2次南城市総合計画（改訂版）

南城市都市計画
マスタープラン

南城市地域公共交通網形成計画

南城市先導的都市拠点創出ビジョン

南城市景観まちづくり計画

第2次南城市観光振興計画

南城市地域防災計画
南城市が定める都市計画
●土地利用
用途地域、地区計画、風致
地区 など
●都市施設
道路、公園、下水道 など
●市街地開発事業
土地区画整理事業 など

即する 即する

即する

南城市公共施設等総合管理計画整合
・
連携

即する

南城市が定める各種計画

など

第2次南城市
国土利用計画

即する 南城市地域公共交通等再編実施計画

南城市公園・緑地再整備計画

南城市国土強靭化地域計画

南城市農業振興アクションプラン

南城農業振興地域整備計画書

南城市個別施設計画

計画の構成
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２

都市づくりの方向性

将来像と都市づくりの基本目標

２．まちづくりの課題

３．全体構想

上位・関連計画

現況分析から

みえる課題

市民意見から

みえる課題 主要プロジェクト等

まちづくりの

課題

課題１ 自立に向けた契機を逃さない都市づくりが必要

課題２ 求心力の高い都市拠点・農住拠点が連携した都市づくりが必要

課題３ 南城らしさを活かした産業振興に資する都市づくりが必要

課題４ 南城の自然・歴史文化を継承する都市づくりが必要

課題５ 災害に備えた都市づくりが必要

改定のポイント

まちの将来像

「海と緑と光あふれる南城市」

都市づくりの将来像

都市づくりの将来像 ① 自立交流都市

都市づくりの将来像 ② 歴史田園都市

都市づくりの

基本目標

基本目標 ① 「都市的土地利用を計画的に誘導する」

基本目標 ② 「まちの財産（たからもの）を守る」

基本目標 ③ 「都市活動や日常生活を支える基盤をつくる」

基本目標 ④ 「交流を促進し、賑わいを創出する」

基本目標 ⑤ 「ユイマールの体制で取り組む」
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将来都市構造

構成要素 内 容

拠点
都市の活動や日常生活の中心的な場であり、行政、産業、観光、地域サービス、市

民交流の核となる地区を拠点と設定、点的な構成要素

軸

（ネットワーク）

本市の活性化、にぎわいの創出、発展のために各拠点間や周辺市町村と連結し、ひ

と・もの・機能等のつながりを表すものを軸と設定、都市の骨格をなす自然環境や道路、

公共交通等人や車の動線であり、線的な構成要素

ゾーン
それぞれの地域特性、機能ごとに区分し、土地利用の基本的な方向性を示すエリアを

ゾーンと設定、面的な構成要素

■将来都市構造の構成要素と設定内容

■将来都市構造図
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分野別の整備方針

（１）土地利用の方針

○方向性

○基本方針

■土地利用の方針【市街地（都市拠点）・幹線道路沿線】 ■土地利用の方針【自然的環境地域】

• 市民の豊かでゆとりのある暮らしを守るため、本市の豊かな自然を保全しつつ、都市活動や日常生活を支
えられるよう、都市と自然のバランスを考慮した土地利用を図る。

• どのような場所にどのような建物を建てられるかを明確にすることにより、開発圧力を適切にコントロールし、都
市的土地利用を計画的に誘導する。

• 積極的に保全する森林や農地、観光・交流に活かす海岸等を明確にしながら、自然的環境との調和を
図った土地利用を推進する。

• 用途地域をはじめとした、都市計画法・その他法令に基づく「きまり」や「制限」を積極的に採用し、計画的
な土地利用の実現を図る。

１. 地域の特性に応じた都市的土地利用
施策①：暮らしやすく良好な住環境の保全・創出（住居系）
施策②：魅力的な商業・業務地の形成（商業・業務系）
施策③：地理的優位性を活かした工業・流通業務地の形成（工業・流通業務系）
施策④：計画的な土地利用による良好な市街地の形成（計画的土地利用）
施策⑤：IC周辺における市街地や工業・流通業務地等の形成（IC周辺地域）

２. 自然を守り自然の恵みを活かす自然的土地利用
施策①：自然環境の保全（ハンタ・緑地・海岸・歴史文化周辺）
施策②：優良農地の保全（土地改良区等）
施策③：自然的環境と調和した住環境の形成（集落・観光・地場産業との調和）

３. 適正な土地利用を誘導するためのきまりと制限施策の展開
施策①：法律・条例を連携させた運用
施策②：都市計画法に基づくきまりと制限の運用
施策③：その他法令・自主条例に基づくきまりと制限の運用

自然環境を守りながら計画的に都市的土地利用を進めて便利で魅力的なまちをつくる



5

（２）道路・交通の方針

○方向性

○基本方針

（３）水と緑の整備方針

○方向性

○基本方針

■道路・交通の整備方針

■水と緑の整備方針

• 本市の個性的で美しく豊かな自然環境を保全し
ながら、市民が親しみと愛着を感じ、来訪者・観光
客が感動と癒しを享受できる空間づくりを推進する。

• 本市の魅力的な歴史・文化遺産とも連携しながら
特色ある公園の整備を図るとともに、市民にとって
身近な公園の整備・維持を推進する。

• 本市における都市活動や日常生活に伴う人・物
の移動を支え、本市の産業を後押しする道路整
備、公共交通の維持・充実を図る。

• 南部東道路をはじめとした、交流人口の拡大のた
めに不可欠な、市内外を結ぶ幹線道路網の整備
を促進するとともに、市内の円滑な移動を支える
道路の充実、機能拡充を図る。

• 南城市地域公共交通網形成計画に基づき再編
を推進している、公共交通を効果的に利用できる
よう、市民や観光客等のニーズを踏まえながら、利
用環境の維持・改善を図る。

１. 日常生活において自然と触れあう機会の充実
施策①：親水空間の整備
施策②：新緑空間の整備
施策③：水と緑のネットワークづくり

２. 公園・緑地の適正な整備・管理
施策①：機能分担による公園の質の向上
施策②：財政と地域バランスに配慮した公園の再整備

自然環境を保全しつつ、自然環境に親しみその
恵みを享受できる空間をつくる

市内外のどこへでも安全で快適に移動しやすい
道路・交通ネットワークをつくる

１. 幹線道路網の充実
施策①：役割に応じた段階的な道路ネットワークの構築
施策②：都市間を結ぶ道路（主要幹線道路・幹線道

路）の整備促進
施策③：地域間・拠点間を結ぶ道路（地域幹線道路

・補助幹線道路）の整備

２. 安全・快適な交通環境づくり
施策①：安全で使いやすい生活道路の整備
施策②：分かりやすい案内の整備・維持管理
施策③：みちの魅力を感じさせる交通環境の整備

３. 公共交通の維持・充実
施策①：交通結節点の整備・機能拡充
施策②：利用者ニーズに応じた公共交通の利用促進
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（４）景観形成の方針

○方向性

○基本方針

（５）その他都市施設の整備方針

○方向性

○基本方針

■南城市の景観の地域区分（一般地区）

■その他の都市施設の整備方針

• 衛生的で快適な本市の生活を支える河川や下
水道等の整備、日常生活を支える公共施設の
効率化・多機能化と適切な管理を図る。

• 公共施設については、環境保全に向けた施設・
設備の更新を図るとともに、市民サービスの効率
化、多機能化の視点を踏まえて整理縮小を図り
適切な管理を図る。

• 「南城市景観まちづくり条例」に基づき、南城
市らしい美しく独特な景観を守り、育み、次の
世代に引き継ぐため、「南城市景観まちづくり
計画」を踏まえ取組を推進する。

• 本市の恵まれた自然環境と歴史・文化遺産と
調和した南城市らしく良好な景観形成を図る。

• 豊かな自然と市街地・集落が調和した景観も
南城市らしい景観であることから、こうした景観
についても保全、形成の取組を推進する。

１. 本市を特徴づける自然景観の保全
施策①：市全体の景観の骨格となる地形・自然の保全
施策②：海・山・空への眺望が効いた景観の保全
施策③：地域の暮らしに密着した自然・樹木の保全

２. 長い歴史のなかで培われた伝統的景観の保全
施策①：琉球王国最高の聖地としての風格ある景観の

保全
施策②：伝統文化と美しさを感じる農漁村景観の保全
施策③：暮らしの知恵、信仰が生きる空間の保全

３. 周辺と調和した市街地景観の形成
施策①：地域の景観と調和し良好な景観形成を牽引す

る公共事業の推進
施策②：地域の景観や住環境の質を高める街並みづくり
施策③：市民・事業者・行政の協働による景観まちづくり

暮らしのなかで自然・歴史・文化が薫り、人々に
癒しと感動をもたらす美しい景観をつくる

市民の日常生活を支え、周辺地域の環境・衛
生の保全に資する都市施設をつくる

１. 暮らしを支える都市施設の整備
施策①：河川の整備
施策②：下水道等の整備
施策③：港湾および漁港の整備
施策④：公共施設の効率化・多機能化の推進
施策⑤：生活衛生対策の推進
施策⑥：環境との共生
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（６）安全・安心まちづくりの方針

■安全・安心まちづくりの方針

• 本市において想定される自然災害に備え、市民
が安心して生活できる都市を目指し、防災・減
災の取組を推進する。

• 災害リスクの回避や、避難場所、避難路の確保
等を推進し、都市の防災性の向上を図る。

万が一の災害時に備えた、市民の安全・安心を
確保し、誰もが不安なく暮らせるまちをつくる

１. 地震・津波対策の推進
施策①：インフラ施設等の耐震化
施策②：津波避難ビル指定等の推進
施策③：沿岸部に立地する公共施設の移転可能

性の検討

２. 土砂災害・風水害対策の推進
施策①：土砂災害防止対策の実施
施策②：風水害対策の実施

３. 避難路や避難場所等の整備
施策①：避難場所・避難路の整備

４. ハード・ソフトの両面からの防災・減災対策
施策①：市民に対する情報提供と防災訓練等のソ

フト対策の推進

○基本方針

○方向性

４

地域別構想の設定

本市の都市計画マスタープランは、4町村の合併や
新たな都市計画区域への移行等から、「全体構想」
と「各分野の整備方針」を主軸とした計画となってお
り、本市では将来都市構造の実現をするため、「都
市拠点（都市活動や日常生活の中心となる場）」
の形成が重要になっている。
特に、本市中央部は新たな賑わい創出や都市づくり
全体を先導する重要な拠点（先導的都市拠点）
として位置づけ、この都市拠点とその周辺一帯を対
象に「地域別構想」を策定している。
将来的な「地域別構想」については、新市の一体
性や自立性（新たなまちづくり）の観点と今後の社
会情勢等も考慮しながら、政策的に重要な拠点形
成について検討しつつ、それ以外の地域については、
全体構想編での位置づけ等から、どのように地域を
区分するかを検討し、市全域を網羅した「地域別構
想」を定めていく。

■地域別構想の設定

４. 地域別構想
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先導的都市拠点地域の構想

○地域づくりの目標

• 南部東道路を骨格とした幹線道路網の整備や公共交通の維持・充実等を図り、地域内･外どこへでも安全･快適
に移動できる環境を創出する。

• 南城佐敷･玉城IC周辺を中心として、市民･来訪者･観光客が集う交流空間の整備を図るとともに、海への眺望
や場天御嶽をはじめとした、地域を特色づける多様な地域資源を積極的に活かし、活発な観光･交流を促進する。

• 良好な自然的環境との調和に留意し、市街地としての範囲も明確にしながら、交通利便性を活かした都市的土
地利用の計画的な誘導や、道路・公園その他公共施設の整備を図り、安全・快適・便利な住環境等を形成する。

• 先導的都市拠点を中心に、公共施設等の複合化を念頭に置きながら、多様な機能（公共サービス、にぎわい創
出・交流、公共交通拠点、ウェルネス、広域防災、観光情報発信、高付加価値な産業、商業、医療 等）等の
都市機能を誘導・確保し、また、本市の若年層をつなぎ止めるような就業の場の創出により、まちの中心機能の充
実を図り、「一体的な都市づくり」を実現する。

各種まちづくり手法の活用

計画の推進体制

■協働のまちづくりの体制イメージ

１．個別計画に基づく具体化
２．地域地区の運用・見直し
３．地区計画等による規制・誘導
４．景観まちづくり

１．協働のまちづくりを支援する体制づくり
２．庁内連携体制の構築と人材育成
３．国、県等の関係機関との連携強化

計画の見直し

目標までの中間点にあたる10年を目途に見直しを実施するものとするが、上位・関連計画の改定や本市を取り巻く
社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じてと判断された場合にも見直しを実施する。

人々が集い、暮らし、交流する 賑わいあふれる新しいまちの顔づくり

○地域づくりの方針

方針１ 都市的土地利用を計画的に誘導

方針２ 都市活動や日常生活を支える基盤をつくる

方針３ 新たな交流機能の導入

方針４ 地域内外を結ぶ交通ネットワーク

■先導的都市拠点の構想図

５. 計画の実現に向けて


